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愛知県手数料条例（抄）

平成１２年３月２８日
愛知県条例第２０号

〔屋外広告業登録申請手数料、屋外広告物講習手数料関係 沿革〕

昭和４９年７月２４日条例第４２号、６３年３月２８日第９号、平成１０年３月２５日第４

号、１７年１０月２１日第９０号

（趣旨）

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条、旅券法

（昭和２６年法律第２６７号）第２０条第２項及び道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第４７条の２第３項の規定による手数料の額及びその徴収等に関する事

項を定めるものとする。

（手数料の納入義務者）

第２条 手数料は、特定の者のためにする事務について、その利益を受けた者から

徴収する。〔以下略〕

（手数料の種類及び額）

第３条 手数料の種類及び額は、別表第１から別表第１１までのとおりとする。

〔以下略〕

別表第８（第２条、第３条関係）

屋外広告業
登録申請手 １件につき １１，０００

屋外広告業 数料
登録事務

屋外広告業
更新登録申 １件につき １１，０００
請手数料
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広告物に係る １人につき １，８００
法令に関する科目

屋外広告物 屋外広告物 広告物の表示の １人につき １，１００
講習事務 講習手数料 方法に関する科目

広告物の施工に １人につき １，１００
関する科目



- 148 -

愛知県事務処理特例条例（抄）

平成１１年１２月１７日
愛知県条例第５５号

〔沿革〕平成１２年３月２８日条例第２４号、１４年１２月２０日第６１号、１５年３月２５

日第９号、１５年１２月１９日第７６号、１６年１０月８日第５９号、１２月２１

日第６８号、１９年３月２３日第１１号、２０年１２月１９日第５２号、２１年３

月２７日第７号、１０月１６日第４１号、第４２号、１２月１８日第５８号、２２

年１２月１７日第４１号、２３年３月２２日２１号改正

愛知県事務処理特例条例をここに公布する。

愛知県事務処理特例条例

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の規定に基

づき、別表第１から別表第８までのそれぞれの上欄に掲げる知事の権限に属する事

務は、これらの表のそれぞれの下欄に掲げる市町村が処理することとする。

附 則（抄）

（施行期日）

１ この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１２年３月２８日愛知県条例第２４号）

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年１２月２０日愛知県条例第６１号）

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。

附 則（平成１５年３月２５日愛知県条例第９号）

この条例は、平成１５年４月１６日から施行する。

附 則（平成１５年１２月１９日愛知県条例第７６号）
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この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成１６年１０月８日愛知県条例第５９号）

この条例は、平成１６年１２月１７日から施行する。

附 則（平成１６年１２月２１日愛知県条例第６８号）

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則（平成１７年１０月２１日愛知県条例第９０号）

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１９年３月２３日条例第１１号）

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、別表第８の８の項及

び２２の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則（平成２０年１２月１９日条例第５２号）

この条例は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月２７日条例第７号抄）

１ この条例は、西春日井郡春日町を廃し、その区域を清須市に編入する処分が効

力を生ずる日から施行する。

附 則（平成２１年１０月１６日条例第４１号抄）

１ この条例は、宝飯郡小坂井町を廃し、その区域を豊川市に編入する処分が効力

を生ずる日から施行する。

附 則（平成２１年１０月１６日条例第４２号抄）

１ この条例は、西加茂郡みよし町となる西加茂郡三好町をみよし市とする処分が

効力を生ずる日から施行する。

附 則（平成２１年１２月１８日条例第５８号抄）

１ この条例は、海部郡七宝町、同郡美和町及び同郡甚目寺町を廃し、その区域を
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もってあま市を設置する処分が効力を生ずる日から施行する。

附 則（平成２２年１２月１７日条例第４１号抄）

１ この条例は、幡豆郡一色町、同郡吉良町及び同郡幡豆町を廃し、その区域を西

尾市に編入する処分が効力を生ずる日から施行する。

附 則（平成２３年３月２２日条例第２１号抄）

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。
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別表第８（建設部関係）

〔上欄〕

４ 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号。以下この項において「法」という。）、

愛知県屋外広告物条例（昭和３９年愛知県条例第５６号。以下この項において「条

例」という。）及び条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるも

の

（１）法第７条第４項の規定により違反に係るはり紙を除却し、又はその命じた者

等に除却させること。

（２）条例第５条第１項及び第２項並びに第６条第５項及び第６項の規定により広

告物の表示又は掲出物件の設置の許可をすること。

（３）条例第６条第８項の規定により広告物の表示又は掲出物件の設置の通知を受

理すること。

（４）条例第９条第１項（同条第４項及び第５項並びに条例第１０条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定により広告物の表示若しくは掲出物件の設置

の許可等の期間を定め、又は当該許可等に条件を付すこと。

（５）条例第９条第３項（同条第５項において準用する場合を含む。)の規定によ

り広告物の表示又は掲出物件の設置の許可を更新すること。

（６）条例第１０条第１項の規定により許可に係る広告物又は掲出物件の変更又は

改造の許可をすること。

（７）条例第１６条の規定により広告物の表示又は掲出物件の設置の許可を取り消

すこと。

（８）（１）から（７）までに掲げる事務に伴い、条例第１７条第１項の規定によ

り報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に広告物若しくは掲出物件の存す

る土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しく

は関係者に質問させること。

（９）条例第１９条第１項の規定により広告物又は掲出物件の管理者の設置等の届

出を受理すること。

（10）条例第１９条第２項の規定により広告物又は掲出物件を表示し、又は設置す

る者の変更の届出を受理すること。
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（11）条例第１９条第３項の規定により広告物又は掲出物件を表示し、又は設置す

る者の氏名等の変更の届出を受理すること。

（12）条例第１９条第４項の規定により広告物又は掲出物件を除却した旨の届出を

受理すること。

（13）条例第１９条第５項の規定により広告物又は掲出物件が滅失した旨の届出を

受理すること。

（14）（２）から（13）までに掲げる事務に伴う条例の施行のための規則に基づく

事務であって、別に規則で定めるもの

〔下欄〕

各市町村（名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市を除く。）

〔上欄〕

５ 屋外広告物法（以下この項において｢法｣という。）、愛知県屋外広告物条例（以

下この項において「条例」という。）及び条例の施行のための規則に基づく事務

のうち、次に掲げるもの

（１）法第７条第４項の規定により違反に係るはり札等、広告旗又は立看板等を除

却し、又はその命じた者等に除却させること。

（２）法第８条第１項の規定により広告物又は掲出物件を保管し、及び同条第２項

の規定により公示すること（(1)に掲げる事務に係るものに限る。(3)及び(4)

において同じ。）。

（３）法第８条第３項の規定により広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代

金を保管すること。

（４）法第８条第４項の規定により広告物又は掲出物件を廃棄すること。

（５）（１）に掲げる事務に伴い、条例第１７条第１項の規定により報告若しくは

資料の提出を求め、又は職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは

建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問

させること。

〔下欄〕

一宮市、半田市、春日井市、刈谷市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、

稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、北名古屋市、東郷町、長久

手町、豊山町、大口町及び扶桑町
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〔上欄〕

６ 屋外広告物法（以下この項において「法」という。）、愛知県屋外広告物条例

（以下この項において「条例」という。）及び条例の施行のための規則に基づく

事務のうち、次に掲げるもの

(１) 法第７条第２項の規定により(６)の措置を自ら行い、又はその命じた者等

に行わせること。

(２) 法第７条第３項の規定により(６)の措置を自ら行い、又はその命じた者若

しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収すること。

(３) 法第８条第１項の規定により広告物又は掲出物件を保管し、及び同条第２

項の規定により公示すること（(１)に掲げる事務に係るものに限る。(４)及び(５)

において同じ。）。

(４) 法第８条第３項の規定により広告物又は掲出物件を売却し、その売却した代

金を保管すること。

(５) 法第８条第４項の規定により広告物又は掲出物件を廃棄すること。

(６) 条例第１５条第１項の規定により違反に係る表示若しくは設置の停止又は除

却等の措置を命ずること。

(７) 条例第１５条第２項ただし書の規定により除却すべき旨等を公告すること。

(８) (６)に掲げる事務に伴い、条例第１７条第１項の規定により報告若しくは資

料の提出を求め、又は職員に広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に

立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

〔下欄〕

一宮市、尾張旭市、岩倉市、東郷町及び設楽町
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